
一般府道 大阪羽曳野線

（都市計画道路 八尾富田林線）

都市計画道路事業
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１．事業概要

1.1 事業概要

本路線は、八尾市から富田林市までを南北に結ぶ主要幹線道路であり、大阪府

中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点への重要なアクセス道路である。

整備後は広域緊急交通路として位置づけ、災害発生時に緊急車両等の通行を確

保し、防災機能の強化を図るものである。また、並走する府道大阪中央環状線

や国道170号などの周辺道路の交通分散化を図り、広域的な交通ネットワークも

合わせて強化する。

本事業により、八尾市～藤井寺市間の大和川を跨ぐ橋梁を架ける。
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図-1.1.1 位置図（広域）
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事業認可

・認可期間：平成29年11月22日～令和9年3月31日

・延 長：L＝2.2km

・幅 員：W=16.7～38.7ｍ

・事業区間：八尾市老原九丁目～藤井寺市津堂四丁目

橋
梁
区
間

事業認可取得後、橋梁については、
・H30年 路線測量委託

道路予備設計委託
土質調査委託

・H31～R1年 橋梁予備設計委託
以上の業務を経て、橋梁位置、形式の検討を
行った。

並行して大和川河川事務所との河川条件に関す
る協議、左岸側施行者である富田林土木事務所
との縦断線形に関する協議等を行い、

今年度詳細設計委託に取り掛かっている段階で
ある。
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古市古墳群や葛井寺などの地域固有の歴史文化景観を守り、育てる

世界的に文化価値の高い古市古墳群をはじめ、葛井寺や辛國神社、道明寺・道明寺天満宮等の神社仏閣、
東高野街道、長尾街道等の旧街道の歴史文化景観を保全し、これら歴史文化遺産と調和した伝統的まち
なみを創造・育成します。

藤井寺駅周辺など個性と魅力のある市街地景観や道路景観を創り、育てる

藤井寺駅周辺などにおいて、温かみが感じられる個性と魅力のある駅周辺景観、文化性や歴史性のある
住宅地景観の形成とともに、秩序ある沿道景観の誘導など、市街地・道路景観を創造・育成します。

金剛・生駒山系や大和川・石川などうるおいのある水とみどりの自然的景観を守り、活かす

水とみどりの骨格を形成する金剛・生駒山系の山並みの眺望や、大和川、石川などの水辺空間に配慮す
るなど、水とみどり豊かな自然的景観を保全・活用します。

藤井寺市に愛着がもてる景観づくりに協働で取り組む

市民、事業者及び行政が協働して、藤井寺市に愛着がもてる魅力ある景観の維持・向上に努めるととも
に、豊かな歴史文化や自然などを身近に教授できる景観づくりを推進します。

２．景観形成の基本方針
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2.1 景観形成の基本方針
藤井寺市では、以下の４つの景観形成に対する方針がある。
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2.2 景観形成の基本方針
八尾市では、以下の３つの景観形成に対する方針がある。



対象施設

12図-2.1.1 藤井寺市の代表的景観資源 【H28.4 藤井寺市公共施設景観ガイドライン P.7】

３．景観形成の方向性

3.1 景観特性の整理（藤井寺市）
藤井寺市の景観特性として、「歴史的文化景観」、「市街地景観」、「自然景

観」、「生活文化資源」に区分され、それぞれの区分ごとの代表的な景観資源
が整理されている。



橋梁架橋においては、「自然的景観」の河川・ため池として、大和川が代表的な
景観資源となる。

表-2.1.1 藤井寺市の代表的景観資源 【H28.4 藤井寺市公共施設景観ガイドライン P.6】

13



図-2.2.1 藤井寺市の景観構造【H28.4 藤井寺市公共施設景観ガイドライン P.10】

対象施設
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3.2 景観形成の方向性の整理（藤井寺市）
藤井寺市における景観形成を進めるにあたり、前項の景観特性を踏まえると、

本橋梁架橋位置においては、「軸的景観」の河川軸（河川景観）の内容に沿っ
た方向性とする必要がある。



表-2.2.1 景観要素別の景観形成の基本的方向【H28.4 藤井寺市公共施設景観ガイドライン P.9】
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図2.3.3 八尾市の景観の構造 【H29.12 八尾市景観形成基本計画 P.21】

対象施設
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3.3 景観特性の整理（八尾市）
八尾市の景観を構成する要素（景観の構造）として、大きく「都市的景観」、

「歴史的景観」、「河川、幹線道路等の軸」、「山地、田園等の軸」の４つに
分類されている。



図2.3.1 八尾市の景観の構造 【H29.12 八尾市景観形成基本計画 P.22】
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図2.3.2 八尾市の景観の構造 【H29.12 八尾市景観形成基本計画 P.22】 18



3.4 景観形成の方向性の整理（八尾市）
八尾市における景観形成を進めるにあたり、「八尾市都市景観形成基本計画」

では、６つの特徴的な景観ゾーンが示されている。
本橋梁架橋位置においては、そのうち、「眺望景観ゾーン（高安山系、大和川

沿川地区）」の内容に沿った方向性とする必要がある。

【八尾市の特徴的な景観ゾーン】

○水と緑の住宅地景観ゾーン（玉串川、長瀬川沿川地区）

○眺望景観ゾーン（高安山系、大和川沿川地区）

高安山系は市街地の背景として人々に四季を感じさせるとともに、山上からは八尾市
域を含む大阪平野と大阪湾を見渡すことができ、豊かな眺望を生んでいます。
大和川は広大なオープンスペースとして機能し、河川敷では水と緑が調和した空間が

形成され、市民生活にうるおいと安らぎをもたらしています。また、その堤防からは広
がりのある眺望を得ることができます。

今後はこれら市街地の背景となる重要な景観資源と、市街地への眺望に配慮した景観
を形成していく必要があります。

○幹線道路沿道景観ゾーン（大阪外環状線沿道地区）

○新市街地景観ゾーン（竜華地区）

○山麓集落景観ゾーン（恩地地区をはじめとした山麓集落地区）

○歴史的市街地景観ゾーン（久宝寺寺内町、JR八尾駅南側～植松地区）
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図2.4.1 八尾市の景観の構造 【H29.12 八尾市景観形成基本計画 P.25】 20

対象施設



大和川に架かる他の橋梁状況

②新大井橋

③河内橋

①大正橋
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大和川において、本橋梁架橋予定位置より上流側に架かる橋梁の状況を見ると、一般的
な橋梁景観を有しており、特段の景観配慮がなされている状況でないことが確認された。

橋面状況 桁側面状況

①大正橋（府道２号線：旧大阪中央環状線）

②新大井橋（国道170号線：大阪外環状線）

③河内橋（旧国道170号線）

藤井寺市側から（対岸は柏原市）

藤井寺市側から

八尾市側から 藤井寺市側から
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4.1 藤井寺市における景観形成の基本方針
藤井寺市の景観形成の基本方針として、以下に示す８項目が示されている。

４．景観形成の基本方針

【H28.4 藤井寺市公共施設景観ガイドライン P.12,13】
23



〈基本方針２〉地域の景観特性との調和に配慮

自然的景観の景観資源である大和川と橋梁の調和に配慮

〈基本方針３〉景観の連続性や地域の一体性を確保

大和川に架かる長大橋梁として、上下流橋梁との調和、桁色や桁断面の連続性等に配慮

〈基本方針５〉もてなしの演出

橋梁機能として、安心、安全、ユニバーサルデザイン等、利用しやすい構造とすること

に配慮

〈基本方針６〉地域のランドマーク

大和川に架かる長大橋梁として、上下流橋梁との調和、奇抜なデザインや色彩を避けた
周辺景観になじむ意匠に配慮

〈基本方針７〉環境負荷への配慮

橋梁整備に必要な材料等が、自然環境や生態系に影響を及ぼさないよう、環境負荷の低

減に配慮

〈基本方針８〉経済性や維持管理への配慮

橋梁の将来的な維持管理に対し、ライフサイクルコストを考慮した経済性の軽減や維持

管理しやすい構造とすることに配慮

本橋梁においては、「基本方針１、４」以外の内容が該当するものと判断し、
各々の基本方針に対する配慮事項を示す。
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4.2 八尾市における公共施設の景観形成指針
八尾市の公共施設の景観形成の指針として、以下の10項目が示されている。
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〈指針１〉地域特性への配慮

自然的景観の景観資源である大和川と橋梁の調和に配慮

〈指針２〉良好な周辺景観との調和及び連続性への配慮

大和川に架かる長大橋梁として、上下流橋梁との調和、桁色や桁断面の連続性等に配慮

〈指針３〉重点地区・路線・水路等における積極的・先導的な景観形成の取り組み

指針1と同様、大和川と橋梁の調和に配慮

〈指針４〉緑化の推進や自然素材の活用

自然的景観の景観資源である大和川の緑との調和に配慮

〈指針５〉ユニバーサルデザインへの配慮

橋梁機能として、安心、安全、ユニバーサルデザイン等、利用しやすい構造とすること
に配慮

〈指針７〉維持管理や時間経過による変化を考慮

橋梁の将来的な維持管理に対し、ライフサイクルコストを考慮した経済性の軽減や維持

管理しやすい構造とすることに配慮

〈指針10〉景観意識の醸成及び継承

景観担当課との十分な協議や、専門家の意見を聞き、検討する等の取り組みに配慮

本橋梁においては、「指針６、８、９」以外の内容が該当するものと判断し、
各々の基本方針に対する配慮事項を示す。
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橋梁（擁壁）
起点位置

橋梁（擁壁）
終点位置

都市計画道路
八尾富田林線

①橋梁（擁壁）起点

②若林口交差点

③太田橋交差点

⑤左岸側堤防上（橋梁終点）

④右岸側堤防上

地理院地図（国土地理院）を加工して作成

５．現地動画
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動画（①橋梁（擁壁）起点）
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橋梁（擁壁）
起点位置

橋梁（擁壁）
終点位置

都市計画道路
八尾富田林線

①橋梁（擁壁）起点

②若林口交差点

③太田橋交差点

⑤左岸側堤防上（橋梁終点）

④右岸側堤防上

地理院地図（国土地理院）を加工して作成
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動画（②若林口交差点）
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橋梁（擁壁）
起点位置

橋梁（擁壁）
終点位置

都市計画道路
八尾富田林線

①橋梁（擁壁）起点

②若林口交差点

③太田橋交差点

⑤左岸側堤防上（橋梁終点）

④右岸側堤防上

地理院地図（国土地理院）を加工して作成
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動画（③太田橋交差点）
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橋梁（擁壁）
起点位置

橋梁（擁壁）
終点位置

都市計画道路
八尾富田林線

①橋梁（擁壁）起点

②若林口交差点

③太田橋交差点

⑤左岸側堤防上（橋梁終点）

④右岸側堤防上

地理院地図（国土地理院）を加工して作成
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動画（④右岸側堤防上）
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橋梁（擁壁）
起点位置

橋梁（擁壁）
終点位置

都市計画道路
八尾富田林線

①橋梁（擁壁）起点

②若林口交差点

③太田橋交差点

⑤左岸側堤防上（橋梁終点）

④右岸側堤防上

地理院地図（国土地理院）を加工して作成
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動画（⑤左岸側堤防上（橋梁終点）
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橋梁（擁壁）
起点位置

橋梁（擁壁）
終点位置

大和川

都市計画道路
八尾富田林線

写真撮影位置その①

写真撮影位置その②

写真撮影位置その③

八尾空港

地理院地図（国土地理院）を加工して作成

６．現地写真
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５

３

写真撮影位置その①

１

２

５３

４
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９７

橋梁（擁壁）区間

写真撮影位置その①

７

９

６

８
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橋梁（擁壁）
起点位置

橋梁（擁壁）
終点位置

大和川

都市計画道路
八尾富田林線

写真撮影位置その①

写真撮影位置その②

写真撮影位置その③

八尾空港

地理院地図（国土地理院）を加工して作成
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写真撮影位置その②

11 12

10

大和川
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14

14 15

13

写真撮影位置その②

大和川
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17

1816

写真撮影位置その②

大和川
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2019

写真撮影位置その②

大和川
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橋梁（擁壁）
起点位置

橋梁（擁壁）
終点位置

大和川

都市計画道路
八尾富田林線

写真撮影位置その①

写真撮影位置その②

写真撮影位置その③

八尾空港

地理院地図（国土地理院）を加工して作成
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写真撮影位置その③

24

23

21

22

24

大和川
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28

27

25

26

写真撮影位置その③

大和川
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29

29 31

3230

写真撮影位置その③

大和川
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36

34

33

34 35

36

写真撮影位置その③

大和川
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８．計画図
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橋梁形式の選定について

・土質条件、河川条件等の現場条件並びに、支間割の検討に基づき、候補となる橋梁を選定

・大阪府の評価基準（配点基準）に基づき、最も点数の大きいものを採用した

橋梁選定の評価基準項目
・経済性

初期コスト、ライフサイクルコスト
・構造性

施工実績、耐震性、適用性
・施工性

架設難易度、施工設備の必要性、施工工程
・維持管理性

点検難易度、耐用年数、補修難易度、路面凍結対策
・景観性、環境性

騒音、振動、周波影響、日照、電波障害、地形改変程度

・単純プレビーム合成桁
経済性、維持管理性、景観性に優れる

・鋼5径間連続少数鈑桁橋
経済性、維持管理性に優れる

・鋼4径間連続鋼床版箱桁橋
施工性に優れる
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

◆景観の分断要素とならないよう配慮する
・堤防道路との平面交差となるため、景観の分断要素とはな
らない。

◆近景からの圧迫感を軽減するよう配慮する
・側面が橋全体形状として断面変化する桁構造であるが、桁
下は曲線的な擦り付けによる断面変化としているため、
圧迫感は小さく、すっきりとした構造を有する。

◆規模の大きなものは、景観的ランドマークを意識する
・大規模な橋梁であるが、大和川に架かる他橋梁の状況を鑑
みると景観的ランドマークは意識していない。

（１）施設別景観要素

９．景観デザインコンセプト
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 橋全体としてまとまりのある景観とする

橋全体の調和を意識して、すっきりとした構造として
いるか

・側面的な橋全体形状として断面変化する桁構造であるが、
桁下は曲線的な擦り付けによる断面変化としているため、
すっきりとした構造を有する。

・異橋種が混在せず、鋼橋で統一された連続性を有している
こと、上下流橋梁も鋼橋であり、材質の統一が図れてい
ることから、大和川の自然的景観にも調和している。

２ 地域の景観特性との調和に配慮する

住宅地や水辺などの景観特性に配慮しているか
・大和川における水辺の景観特性として、橋脚形状は河川構
造令に準じ、小判形としている。
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 道路全体としての連続性を確保する

接続する道路の舗装デザインとの連続性を意識してい
るか

・現段階では下記に示すような舗装種別及び色を計画してい
るが、詳細設計段階において接続道路との連続性につい
て検討が必要である。

２ 地域の景観特性との調和に配慮する

長大な高架橋、橋梁等では、舗装の色やデザイン等を
工夫しているか

・車道橋及び歩道橋の歩行者通行帯は、一般的なアスファル
ト舗装（黒系）を計画している。

・歩道橋の自転車通行帯は、歩行者通行帯と舗装の色で分離
を図るものとし、薄層舗装（青系）を計画している。

78



検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 橋全体としてのまとまりを確保する

橋全体としてのまとまりを意識しているか
・車道橋は車両用防護柵（壁高欄）、歩道橋は歩行者自転車
用柵で統一している。

維持補修を行う際は、既存部分との連続性を意識して
いるか

・新設橋であるため、既存部分との連続性は意識する必要は
ないと判断する。

２ 地域の景観特性との調和に配慮する

水辺景観や周辺のまちなみになじむよう意識している
か

・現段階では、高欄の材質や形状等に自由度がある歩道橋の
防護柵の具体的な計画が未定であり、一般的な鋼製の歩
行者自転車用柵を計画している。

ランドマークとなる橋以外は、シンプルなデザインと
しているか

・ランドマークとなる橋ではなく、上記のような一般的な鋼
製高欄はシンプルなデザインを計画している。 79



検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 道路全体としての連続性を確保する

接続する道路との連続性を意識しているか

・現段階では、照明設備の配置計画等が未定であるが、交差
点付近では照明の設置が必要である。

・詳細設計段階において、具体的な配置計画を検討するもの
とする。

２ 地域の景観特性との調和に配慮する

住宅地や水辺などの景観特性に配慮しているか
・上記の計画状況を踏まえた上で、大和川における水辺の景
観特性に配慮する。
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 視点場を確保する（大和川、石川）

良好な眺望景観が楽しめる場所を意識しているか（大
和川、石川）

・橋梁上にポケットスペースを設ける予定はない。

２ 地域の景観特性との調和に配慮する

回遊路と交わる場所では、高架下の景観を意識してい
るか

・大和川高水敷については、人通りが少ないため、高架下の
景観に対する特段の配慮は意識していない。
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 周辺景観とのまとまりや調和に配慮する

色彩や大きさなどは、目立ちすぎないよう意識してい
るか

・現段階では標識などの案内板の計画が未定である。
・詳細設計段階において、計画有無を確認の上、検討するも
のとする。

シンプルなデザインを意識しているか
・計画する際は、シンプルなデザインを意識することに留意
する。

２ 効果的な場所に配置する

古墳や観光資源等へ人々を誘導する上で適切な箇所に
配置しているか

・左記のような箇所へ人々を誘導するような施設ではないた
め、特段の配慮は考えていない。

（２）共通景観要素
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 地域特性との調和に配慮する

周辺の住宅地や農地、夜間の交通等に対して光害とな
らないよう意識しているか

・現段階では、照明設備の配置計画等が未定であるが、交差
点付近では照明の設置が必要である。

・詳細設計段階において、光害の影響を意識したうえで、具
体的な配置計画を検討するものとする。

住宅地や駅前などの地域特性を意識しているか
・景観要素が河川軸（河川景観）であるため、住宅地や駅前
などに対する色彩等の特段の配慮は考えていない。

２ 光を効果的に用いる

夜間の回遊や公共施設の利用しやすさを意識している
か

・上記の理由から特段の配慮は考えていない。
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 公共施設本体との一体性に配慮する

形状や色彩は、公共施設全体の調和を意識しているか

・安全施設（フェンス、柵等）として、橋梁上における高欄
が該当するものと判断する。

・現段階では、具体的な高欄の材質や形状等の計画が未定で
あるが、一般的な鋼製高欄（歩道橋）を計画しており、
施設全体の調和は図られるものとする。

２ 地域の景観特性との調和に配慮する

住宅地や駅前などの地域特性を意識しているか
・景観要素が河川軸（河川景観）であるため、住宅地や駅前
などに対する色彩等の特段の配慮は考えていない。

３ 維持補修に気をつける

既存のものとの調和を意識しているか ・新設橋であるため、既存のものとの調和は意識していない。
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

１ 地域の景観特性との調和に配慮する

藤井寺市景観計画（建築物、工作物）の色彩基準に準
拠しているか

・橋梁は工作物に該当するものと判断する。
・耐候性鋼材の表面にはさび安定促進処理（マンセル値

5YR2/1）を施し、色彩は架設時より安定している。
・明度２、彩度１のため、色彩基準を満足している。

住宅地や駅前などの地域特性を意識した色彩、配色等
としているか

・景観要素が河川軸（河川景観）であるため、住宅地や駅前
などに対する色彩等の特段の配慮は考えていない。
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■鋼橋防錆仕様について

鋼桁の防錆仕様としては以下の４案が考えられるが、ライフサイクルコストに
優れ、維持管理の負担軽減が図れる「第４案：耐候性鋼材（化成処理）」を採用
する。

第１案：普通鋼材（C-5系塗装） 第２案：普通鋼材（金属溶射）
第３案：耐候性鋼材（裸使用） 第４案：耐候性鋼材（化成処理）
※第３案及び第４案については、桁端部のみ塗装塗替が必要

第２案：普通鋼材（金属溶射） 第３案：耐候性鋼材（裸使用）

第４案：耐候性鋼材（化成処理）
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■景観配慮事項（色彩）

工作物に対する外観上の色彩に関して、以下の内容が定められている。
前頁の耐候性鋼材（化成処理）の色彩は、憲房色（マンセル値：5YR2/1）相当

であり、藤井寺市及び八尾市の色彩基準を満足している。

○藤井寺市の色彩基準
①ＹＲ（橙）系の色彩の場合、彩度６以下
②Ｒ（赤）、Ｙ（黄）系の色相の場合、彩度４以下
③その他の色相の場合、彩度２以下

○八尾市の色彩基準
①Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相の場合、彩度６以下
②Ｙ（黄）系の色相の場合、彩度、４以下
③その他の色相の場合、彩度２以下
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■八尾市景観計画 個別の景観区域内の方針

大和川眺望景観区域

検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

◆大和川沿岸からの眺望景観の保全に努める。
・側面的な橋全体形状として断面変化する桁構造で
あるが、桁下は曲線的な擦り付けによる断面変化
としているため、すっきりとした構造を有する。

◆大和川沿岸は、市民が自然のうるおいを感じる
ことができる憩いの場として、水と緑のオープン
スペースとしての自然環境を守り育てる。

・照明灯に設置に関して、大和川の生態環境に対す
る害が発生しない範囲で、光源及び配置計画の検
討を行う。

・大和川に架かる長大橋梁として、奇抜な色彩を避
け、周辺景観になじむよう配慮
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①橋梁・高架構造物

橋梁・高架構造物は、構造体そのものが特徴的な
要素であり、周辺景観の中で人々の目をひきつける
シンボル的なものとなることから、周辺の道路や工
作物、施設等との連続性や周辺景観との調和に配慮
するものとします。

八尾市公共施設景観形成基本方針（施設別ガイドライン）から抜粋
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②道路

道路は、長く連続する移動空間であるとともに、市街地内において、視線の通りやすい空
間であり、景観上も重要な施設です。また、景観のベースとなる施設であることから、落ち
着きのある控えめな景観を基調としつつ、道路施設等からなる道路そのものの景観を良くす
るとともに、沿道の建物や土地利用と調和した沿道景観の形成に配慮するものとします。

幹線道路では安全。快適な通行を確保しつつ、可能な限り街路樹の設置を検討するなどみ
どり豊かな都市景観の形成に配慮するものとしまう。生活道路や歩道部等では、特に歩行者、
車いすやベビーカーのほか、自転車等の使用者の安全性と利便性を考慮して、バリアフリー
やユニバーサルデザインの考え方を取り入れて安全、快適に通行できるように配慮するもの
とします。

また、車のドライバーや歩行者など景観を認識する人の移動スピードの違いや、沿道の地
域らしさ、季節感の演出などにも配慮するものとします。

八尾市公共施設景観形成基本方針（施設別ガイドライン）から抜粋
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八尾市公共施設景観形成基本方針（施設別ガイドライン）から抜粋
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八尾市公共施設景観形成基本方針（施設別ガイドライン）から抜粋
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

◆橋梁の新設は、地域の特性に応じて、周辺の景観
に対して配慮する。

・大和川に架かる長大橋梁として、奇抜な色彩を避
け、周辺景観になじむよう配慮

◆当該施設が地域の景観資源となりえる場合には、
主要な眺望点からの見え方を考慮する。

・大規模な橋梁であるが、大和川に架かる他橋梁の
状況を鑑みると景観的ランドマークは意識してい
ない。

・また、橋梁上にポケットスペースを設ける予定は
ない。

◆高架橋は様々な角度から眺められる対象となるこ
とから、周辺景観に馴染ませる工夫を行い、圧迫
感や威圧感を与えないように努める。

・側面的な橋全体形状として断面変化する桁構造で
あるが、桁下は曲線的な擦り付けによる断面変化
としているため、すっきりとした構造を有する。
上記と同様、奇抜な色彩を避け、周辺環境になじ
むよう配慮

◆下からの見え方に配慮し、桁裏・階段裏は高明度
かつ低彩度の色とするとともに、すっきりとした
デザインとする。

・鋼橋の材料として用いる耐候性鋼材の表面にさび
安定促進処理を施す計画。色彩は、憲房色（マン
セル値：5YR2/1）

◆配管等の付属物は目立たないようにする等配慮す
る。

・配管などの付属物は可能な範囲で目立たないよう
配慮を行う。

橋梁・高架構造物
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検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

◆線形は、周辺の地形や景観への配慮を含む総合的
な計画条件を検討して決定する。また、良好なま
ちなみ地域の景観資源等の活用、あるいは歩行時
や走行時の景観の変化や眺望にも配慮する。

・平面線形は都市計画により決定している。縦断線
形については、河川協議による条件及び、市道部
の建築限界等の条件により決定している。

◆大規模な法面や盛土など周辺の景観に大きな影響
を及ぼす恐れのある構造は、できる限り避けるな
ど、地域の景観を乱さない構造を選択する。

・構造上必要最低限の盛土を要するため、特段の
配慮は意識していない。

◆柵等は周辺景観に対して目立ちすぎない形状とし、
色彩については、目立たず落ち着いた色彩を使用
する。

・現段階は、高欄の具体的な設置計画、材質や形状
等の計画が未定であるが、道路付属物としての基
準・機能の満足、維持管理面・経済性を考慮し、
可能な範囲で検討を行う。

道路

94



検討すべき事項・配慮すべき視点
現段階（予備設計成果）における景観配慮事項及び

橋梁詳細設計に向けた検討方針

◆眺望の期待できる高架道路等における附属物等に
ついては、安全性、機能性を確保しつつ、地域の
状況に応じて、眺望の確保に努める。

・橋梁上にポケットスペースを設ける予定はない。

◆照明施設は、周辺の状況に応じた照明方法等によ
り、夜間景観が良好となるよう配慮するとともに、
光による害が生じないように努める。

・大和川の生態環境に対する害が発生しない範囲で、
光源及び配置計画の検討を行う。

◆照明施設の器具や支柱等のデザインは、周辺の自
然やまちなみ等の景観に調和するよう配慮する。
色彩については、周辺の柵等と調和したものとす
る。

・現段階は、照明設備の配置計画等が未定であるが、
道路付属物としての基準・機能の満足、維持管理
面・経済性を考慮し、可能な範囲で検討を行う。

◆サイン等は、掲出場所に留意し、分かりやすく、
統一性のある質の高いデザインを採用したうえで、
数や規模を必要最小限とするよう努める。

・標識等の設置を行うかは、警察と今後協議を行い、
設置の必要性がある場合、必要箇所に必要な標識
の設置を行い、数や規模を最小限とするよう努め
る。

◆道路標識・信号柱やサイン等の支柱の色彩や、サ
イン等の色彩については、周辺の柵等と調和した
ものとする。

・同上

道路（附属物）
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計画地の見え方

遠景 大和川を渡河する橋梁、幹線道路と並行する橋梁が確認できる

中景 橋梁の橋脚、橋梁の桁裏が確認できる

近景 橋梁の橋脚、橋梁の桁裏が確認できる

その他

※地域の風土、歴史、文化等、景観形成に影響のある、地域の成り立ちに関

する要素を記載

八尾市側：集落跡（木の本遺跡、太田遺跡）、一級河川大和川

藤井寺市側：集落跡（太田遺跡、大正橋遺跡）、一級河川大和川

事業地の周辺からの見え方の確認

計画地を望む主な視点場

遠景 一級河川大和川及び河川敷、堤防道路

中景 幹線道路（主要地方道（旧）大阪中央環状線）

近景 その他周辺道路、住宅・工場の建物等

計画地周辺の景観を構成する特徴 河川（一級河川大和川）及び河川敷、堤防道路

道路（沿道）から計画地までの景観上の特徴
八尾市側：幹線道路（主要地方道（旧）大阪中央環状線）、大正川、並木道

藤井寺市側：物資輸送工場、西名阪自動車道の高架

計画地周辺の照明等、夜間景観の特徴 幹線道路の道路照明により、車道の明かりは確保されている。

３．事業地周辺の景観の特徴を確認する

事業地の立地特性や周辺のまちなみ・景観資源等の確認

計画地周辺の地形上の特徴 大和川右岸部は住居（第1種住居地域）・工場（準工業地域）が並ぶ、左岸部は準工業地域

計画地周辺の景観を構成する主な要素 河川（一級河川大和川）及び河川敷、堤防道路

- 容積率 -

その他制限等 航空法に基づく制限表面、一級河川大和川における計画高水位

敷地概要

事業地の位置 八尾市太田三丁目地内　外

用途地域 第1種住居地域及び準工業地域 防火地域 準防火地域

敷地面積 14,185.6㎡ 建蔽率

事業概要

事業名称 都市計画道路　八尾富田林線　大和川橋梁 工事種別 新設
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高架橋 努める

高架橋は様々な角度から眺められる対象となることから、

視覚的連続性に配慮するとともに、周辺景観に馴染ませる

工夫を行い、圧迫感、威圧感を与えないように努める。

 　大和川に架かる長大橋梁として、奇抜な色彩を避け、周辺景観になじむよう配

慮

橋梁の色彩 検討中

敷地条件等により対応不可

大規模な法面や盛土などの周辺の景観に大きな影響を及ぼ

す恐れのある構造は、できる限り避けるなど、地域の景観

を乱さない構造を選択する。

　必要最低限の盛土等は必要

新設の橋梁 考慮する

橋梁の新設は、地域の特性に応じて、周辺の景観に対して

配慮するとともに、地域の景観資源となるよう、主要な眺

望点からの見え方を考慮する。

 　大和川に架かる長大橋梁として、奇抜な色彩を避け、周辺景観になじむよう配

慮

周辺景観に調和した色彩となるよう配慮する。周辺環境に

調和する色彩となっているか。

　現計画（予備設計）では、鋼橋の材料として用いる耐候性鋼材の表面にさび安定

促進処理（5YR2/1）を施す計画。

橋梁の意匠 努める

４．事業地周辺の景観の特徴を確認する

施設の別 景観形成指針 景観に関する基本的な考え方

線形決定時の景観配慮 敷地条件等により対応不可

線形は、周辺の地形や周辺の景観への配慮の観点を含む総

合的な計画条件を検討して決定する。また、良好なまちな

みなど地域の景観資源を活用し、歩行時や走行時の景観の

変化や眺望に配慮する。

　都市計画による線形決定

地域の景観を乱さない構造の選択

道路

周辺景観に調和した意匠となるよう配慮する。地域の景観

になじまない、著しく突出した意匠となっていないか。

　大和川に架かる長大橋梁として、奇抜なデザインや色彩を避けた周辺景観になじ

むよう配慮
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道路景観を形成する重要な要素である街路樹等の緑化にあ

たっては、景観のアクセントとなるような効果的な配置を

工夫する。また、地域や場所の特性を表現するため、在来

樹種等の活用を検討するとともに、植栽を行う地域や場所

の環境に応じて適正な樹種を選択する。

0

電線類の地中化・無電柱化 努める

幹線道路などにおいては、安全で快適な通行空間の確保、

都市景観の向上、都市防災の向上、及び歴史的景観の保全

のために必要な場合は、電線管理者の協力を得て、電線類

の地中化など無電柱化に努める。

　現在架かっている電線類に関して、橋梁架設時に支障となる範囲において電線管

理者と協議のうえ、防災上の観点から地中化に努める。

街路樹等による緑化 該当なし

排水管等は見えにくい位置に配置するよう工夫する。排水

管等が道路の外から見えるか。見えるが、見苦しくない工

夫をしているか。

　桁裏における色彩は上述のとおり検討を行う。配管などの付属物は可能な範囲で

目立たないよう配慮を行う。

舗装の新設・大規模改修 該当なし

舗装の新設及び大規模な改修は、安全面、機能面や環境面

の配慮とともに、地域の特性に応じたデザインや素材の工

夫に努める。

0

道路

橋梁の下からの見え方 検討中

下からの見え方に配慮し、桁裏・階段裏は高明度かつ低彩

度の色とするとともに、すっきりとしたデザインとする。

また、配管等の附属物は目立たないようにする等配慮す

る。

　桁裏における色彩は上述のとおり検討を行う。配管などの付属物は可能な範囲で

目立たないよう配慮を行う。

橋梁の排水管等 検討中
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４－２．共通指針のチェック　
※該当する構成要素の指針のみ記入してください

舗装

地域の特性に応じたデザインや素材 該当なし

安全面、機能面や環境面の配慮とともに、地域の特性に応

じたデザインや素材の工夫に努める。

0

部分的な復旧時の配慮 該当なし

埋設物の維持管理等で部分的に舗装を復旧する場合、でき

る限り従前の舗装と違和感が生じないよう配慮する。

0

擁壁

高さ 敷地条件等により対応不可

高さを可能な限り抑え、圧迫感を和らげる。 　道路構造令に基づく縦断勾配、空港制限表面、計画高水位等の基準は満たしたう

えで、大和川を渡河するための一定の勾配は必要

規模・デザイン 敷地条件等により対応不可

周辺景観と調和した規模、デザインとなるよう配慮する。  　規模については同上。デザインについては奇抜なものにならないよう配慮を行

う。

構成要素の別 景観形成指針 景観に関する基本的な考え方

斜面・法面

勾配 該当なし

緩やかな勾配の採用により圧迫感を和らげる。

植栽可能な勾配であれば、緑化により表面処理を行い、与

える印象を和らげるよう努める。その際、郷土種等を用い

るなど、地域の自然生態系に十分配慮する。

0

法枠工の場合 該当なし

法枠工を採用する場合にも上記と同様の配慮を行う。 0

周辺地形との連続性 該当なし

周辺の地形との連続性に配慮する。 0

地域の自然生態系に配慮した緑化 該当なし
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附属物

配慮する

照明施設の器具や支柱等のデザインは、周辺の自然やまち

なみ等の景観に調和するよう配慮する。色彩については、

周辺の柵等と調和したものとする。

　上記に加え、道路付属物としての基準・機能の満足、維持管理面・経済性を考慮

し、可能な範囲で検討を行う。

彫刻、モニュメント 該当なし

彫刻、モニュメント等の設置にあたっては、設置場所の空

間特性に配慮する。

0

照明方法、夜間景観への配慮 検討中

該当なし

道路占用物、設備類等は周辺景観や他の構造物との一体的

な調和を図るよう配慮する。

0

道路反射鏡 該当なし

道路反射鏡については周辺景観との一体的な調和を図るよ

うな色彩及び形状を配慮する。

0

標識・サイン等 検討中

標識・サイン等は、掲出場所に留意し、分かりやすく、統

一性のある質の高いデザインを採用したうえで、数や規模

を必要最小限とするよう努める。

　標識等の設置を行うかは警察と今後協議を行う。

照明施設は、周辺の状況に応じた照明方法等により、夜間

景観が良好となるよう配慮するとともに、光による害が生

じないように努める。※［照明方法、夜間景観への配慮］におい

ては、色温度についても配慮すること。

　基準上の照度を確保した配置計画とし、光による害が生じないように配慮する

照明施設のデザイン

防護柵、防音壁等 検討中

防護柵、防止柵や防音壁は周辺景観に対して目立ちすぎな

い形状とし、色彩については、目立たず落ち着いた色彩を

使用する。

　道路付属物としての基準・機能の満足、維持管理面・経済性を考慮し、可能な範

囲で検討を行う。

高架道路の付属物 検討中

眺望の期待できる高架道路等における付属物等について

は、安全性、機能性を確保しつつ、地域の状況に応じて、

眺望の確保に努める。

　道路付属物としての基準・機能の満足、維持管理面・経済性を考慮し、可能な範

囲で検討を行う。

道路占用物、設備類等
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施設の維持管理、改修、建替の際には、生物の生息環境と

なっている緑等の機能保全に配慮する。

　橋梁構造については、大和川における生態系に影響が発生しないよう、河川管理

事務所と協議をしている。

植栽基盤の整備・育成に応じた剪定等 該当なし

植物が健全に成長するために必要な植栽基盤の整備を行う

とともに、維持管理の際に必要となる剪定や枝打ちを行う

場合には、樹木本来の姿を見極めて、生育に応じた樹形を

美しく見せるよう配慮する。

0

維持管理、改修、建替時の緑の機能保全 検討中

既存施設における緑化 敷地条件等により対応不可

既存施設についても計画的な緑化を推進し、府有施設等緑

化推進計画の達成に努める。

緑化

街全体が緑であふれるような景観づくりを進めるため、建

造物の屋上や壁面の緑化、法面や擁壁の緑化などを推進

し、緑視率の増加を図るとともに、周辺地域の緑との連続

性に配慮し、きめ細かな広がりのある緑の形成に努める。

0

地域のシンボルとなる樹林や樹木の保全 該当なし

地域のシンボルとなる樹林や樹木は極力保全し、景観要素

として積極的に活用する。

0

　都市計画により定められている横断面構成により、植樹帯等の設置は橋梁上にお

いて不可

緑化効果の大きい場所での緑化 該当なし

駅前や街の中心部などの緑化効果の大きい場所において

は、それぞれの場の個性を形づくるシンボル的な高木の植

栽や、四季の彩りを演出する花壇などを整備する。

0

緑視率の増加・周辺地域の緑との連続性 該当なし

緑化基準 該当なし

大阪府自然環境保全条例に定める府有施設等の緑化基準の

達成に努めるとともに、民間施設のモデルとなる緑化に努

める。

0

101



６．景観形成の目標（景観に関する考え方）を立てる

No 内容

1
　外観は、鋼耐候性鋼材に対し さび安定促進処理を施す計画であるが、奇抜な色彩は避け、周辺との調和を図る。柵、照明灯については、維持管理

面・経済面を考慮したうえで、配置計画、デザイン等の設計を可能な範囲で行う。

2
　同じ南北幹線道路である国道170号、大阪中央環状線の交通量の補間、並びに有事の際の緊急交通路として必要な機能の確保を前提とし、維持管理が

難しくなるような構造、経済的に不利になる構造、周辺生態環境を侵すような構造は避け、設計を行う。

５．計画地の景観上、最も重要なポイントを確認する

※１～３の確認結果を踏まえ、計画地の景観上、重要なポイントを記載してください

・大和川の眺望（八尾市側並びに藤井寺市側）並びに八尾市側の住居に馴染むよう奇抜なデザイン、色彩は避けること。

・防護柵や照明施設については、道路付属物としての基準・機能の満足、維持管理面・経済性を考慮したうえで、可能な範囲で色彩、デザインの検討を行う。

・配管等の付属物は可能な範囲で外見上目立たないよう配置検討を行う。

※１～５の確認結果を踏まえ、本事業における景観に関する考え方について記載してください
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